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	確定申告した（予定含む）上場株式等の所得
	住民税の源泉徴収税額

	上場株式等の配当所得等
	総合課税分
	円
	円

	
	分離課税分
	円
	円

	上場株式等の譲渡所得等（分離課税）
	円
	円


※対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、所得税15.315％（復興特別所得税分含む）と住民税5％の合計20.315％の税率であらかじめ源泉徴収（特別徴収）されているものです（所得税20.42％のみが源泉徴収されているものは対象ではありません）。
（注意）上記の表に記載誤りなどがあり、上場株式等所得と判断できない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税する場合があります。







住民税申告する内容の番号に○をつけてください。

１　上記の「確定申告した（予定含む）上場株式等の所得」について、住民税では申告いたしません。

２　上記の「確定申告した（予定含む）上場株式等の所得」について、住民税では下記のとおり申告いたします。
	住民税で申告する上場株式等の所得
	住民税の源泉徴収税額

	上場株式等の配当所得等
	総合課税分
	円
	円

	
	分離課税分
	円
	円

	上場株式等の譲渡所得等（分離課税）
	円
	円


※２は以下の例の場合に使用します。
　　例　・確定申告では総合課税を選択した配当所得を、住民税では分離課税で申告する場合など上場株式等に係る配当所得以外の所得及び所得控除については、所得税の確定申告書と同一の内容を記載した市民税・県民税申告書が提出されたものとして取り扱います。

